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大学入学者選抜の公平性・公正性の確保について（通知） 

文部科学省では、毎年、各大学に対し、「 大学入学者選抜実施要項」「（下「 実施要項」という。）

において大学入学者選抜の公平性・公正性の確保に関する取組を実施するよう要請しています。 

特に、一部の大学の医学部の入学者選抜において、特定の受験者を優遇したり、特定の属性に

ある者に対する差別的な取扱いをしたりする不適切な事案が明らかになった下降は、これを契機

に取りまとめられた「 大学入学者選抜の公正確保等に向けた方策について」（令和元年５月３１日

大学入学者選抜の公正確保等に関する有識者会議）（下「 報告書」という。）（概要は別紙参照）

に基づき、実施要項を改訂し、また、文部科学省主催会議において繰り返し、その趣旨を周知し

てきました。 

しかしながら今般、ある大学の留学生入試において、合理的な理由なく、年齢に応じた配点を

設定し合否判定をしており、実施要項を踏まえずに特定の属性にある者に対する差別的な取扱い

をしていた事案が明らかになりました。また同大学では、過去の入学者選抜において、本来、出

願資格として確認するべき 学歴」や在留資格を判断する際に活用するべき 経費支弁能力」に

ついても、それらの有無を判断することを超えて、出身国における最終の学歴及び経費支弁能力

の多寡に応じた配点を設定し、採点していた事実も明らかになっています。 

文部科学省としては、このような不適切な入学者選抜が実施されていることは大変遺憾であり、

大学入学者選抜の信頼が損なわれる重大な問題であると捉えています。このため、実施要項を踏

まえ、各大学において大学入学者選抜の公平性・公正性の確保に向けた取組を実施するよう重ね

てお願いするとともに、当該取組が学内で適切に行われているかどうかを確認いただき、仮に、

適切でない場合があれば、文部科学省にお知らせいただくようお願いいたします。 
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